
20

別
委
員
会
（
現
離
島
・
半
島
振
興
特
別
委
員
会
）
小
笠
原
小
委
員
会
、
公
明

党
の
離
島
振
興
対
策
本
部
及
び
奄
美
テ
ィ
ダ
委
員
会
並
び
に
奄
美
審
議

会
及
び
小
笠
原
審
議
会
に
取
り
ま
と
め
て
い
た
だ
い
た
提
言
等
を
踏
ま

え
、
国
土
交
通
省
と
関
係
省
庁
で
連
携
し
な
が
ら
議
論
を
進
め
ま
し
た
。

本
稿
で
は
、
こ
の
一
部
改
正
法
の
趣
旨
と
概
要
に
つ
い
て
、
現
在
の

奄
美
群
島
・
小
笠
原
諸
島
を
取
り
巻
く
情
勢
に
触
れ
な
が
ら
、
紹
介
い

た
し
ま
す
。奄

美
群
島
・
小
笠
原
諸
島
を
取
り
巻
く
情
勢

奄
美
群
島
を
取
り
巻
く
情
勢

奄
美
群
島
は
、
本
土
か
ら
遠
く
離
れ
た
外
海
に
あ
り
、
台
風
の
常
襲
、

ハ
ブ
や
特
殊
病
害
虫
の
生
息
等
、
厳
し
い
地
理
的
・
自
然
的
条
件
に
お

は
じ
め
に

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
令
和
六
年
法
律
第
六
号
。
以
下「
一
部
改

正
法
」
と
い
う
。）
は
、
第
二
一
三
回
国
会
に
お
い
て
、
衆
議
院
、
参
議
院

い
ず
れ
も
全
会
一
致
で
可
決
・
成
立
し
、
本
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
間
、国
会
議
員
の
諸
先
生
方
を
は
じ
め
、奄
美
群
島・

小
笠
原
諸
島
の
地
元
関
係
者
の
皆
様
、奄
美
群
島
振
興
開
発
審
議
会
（
以

下
「
奄
美
審
議
会
」
と
い
う
。）
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
審
議
会
（
以
下

「
小
笠
原
審
議
会
」
と
い
う
。）
の
委
員
の
皆
様
に
多
大
な
る
ご
尽
力
を
い
た

だ
き
ま
し
た
こ
と
、
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

一
部
改
正
法
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
地
元
地
方
公
共
団
体
の
皆
様

を
は
じ
め
、
自
由
民
主
党
の
奄
美
振
興
特
別
委
員
会
及
び
離
島
振
興
特

国
土
交
通
省
国
土
政
策
局
特
別
地
域
振
興
官
付

改
正
奄
美
・
小
笠
原
振
興
法
の
概
要

改
正
法
の
概
要
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的
な
不
利
性
や
、
戦
時
中
に
は
ほ
と
ん
ど
の
島
民
が
本
土
へ
の
強
制
疎

開
を
強
い
ら
れ
た
上
、
奄
美
群
島
同
様
に
戦
後
は
米
軍
の
軍
政
下
に
お

か
れ
た
と
い
う
歴
史
的
な
特
殊
事
情
を
抱
え
て
い
ま
す
。

日
本
復
帰
直
後
か
ら
取
り
組
ま
れ
た
国
の
特
別
の
措
置
に
加
え
、
関

係
地
方
公
共
団
体
や
住
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
り
、
振
興
開
発
は
相
応

の
成
果
を
上
げ
て
き
て
い
ま
す
が
、
復
帰
後
に
整
備
さ
れ
た
公
共
施
設

の
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
に
加
え
、
約
一
週
間
に
一
便
の
定
期
船

に
限
ら
れ
る
本
土
へ
の
交
通
ア
ク
セ
ス
や
、
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
等

の
供
給
体
制
な
ど
、
本
土
と
比
較
し
た
際
の
定
住
環
境
面
で
の
大
き
な

格
差
が
未
だ
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

改
正
の
趣
旨

一
部
改
正
法
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
令
和
四
年
度
に
改
正
さ
れ
た

離
島
振
興
法
（
※
）
に
お
け
る
改
正
事
項
も
踏
ま
え
つ
つ
、
現
在
の
奄

美
群
島
・
小
笠
原
諸
島
を
取
り
巻
く
情
勢
や
、
両
地
域
に
お
け
る
新
た

な
政
策
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
視
点
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、
両
地
域
の
地
域
社
会
を
維
持
す
る
た
め
の
「
移
住
の

促
進
」、奄
美
群
島
と
沖
縄
と
の
連
携
強
化
、両
地
域
に

お
い
て
生
じ
て
い
る
新
た
な
政
策
課
題
に
対
応
す
る
た

め
の
配
慮
規
定
の
拡
充
等
を
行
い
ま
し
た
。

か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
戦
後
、
米
軍
の
軍
政
下
に
お
か
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
本
土
と
比
較
し
て
戦
後
復
興
が
大
幅
に
遅
れ
た
と
い
う
歴
史
的

な
特
殊
事
情
を
抱
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
背
景
を
踏
ま
え
、
昭
和
二

九
年
に
特
別
措
置
法
が
制
定
さ
れ
て
以
来
、
国
の
特
別
の
措
置
及
び
関

係
地
方
公
共
団
体
や
地
域
住
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
り
、
生
活
環
境
の

整
備
な
ど
が
着
実
に
図
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、令
和
三
年
に
は「
奄

美
大
島
、
徳
之
島
、
沖
縄
島
北
部
及
び
西
表
島
」
が
世
界
自
然
遺
産
登

録
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
現
在
は
自
然
環
境
の
保
全
と
利
用
の
両
立

な
ど
に
よ
る
「
稼
ぐ
力
」
を
向
上
さ
せ
る
取
組
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
一
人
当
た
り
所
得
が
全
国
や
鹿
児
島
県
全
体
と
比
較
し
て

低
く
、
生
活
保
護
率
も
高
い
水
準
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
経
済
面
・
生

活
面
で
の
本
土
と
の
格
差
を
依
然
と
し
て
抱
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
加

え
、
人
口
減
少
も
急
速
に
進
ん
で
お
り
、
持
続
可
能
な
地
域
社
会
の
構

築
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

小
笠
原
諸
島
を
取
り
巻
く
情
勢

小
笠
原
諸
島
は
、
東
京
本
土
か
ら
南
に
約
一
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

離
れ
た
太
平
洋
上
に
位
置
し
て
お
り
、
我
が
国
最
南
端
の
沖
ノ
鳥
島
及

び
最
東
端
の
南
鳥
島
を
含
め
た
多
く
の
島
々
で
構
成
さ
れ
て
い
る
地
域

で
す
。
ま
た
、
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
の
約
三
割
と
い
う
広
大
な

海
域
を
確
保
す
る
国
境
離
島
と
し
て
の
重
要
な
役
割
も
担
っ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
本
土
か
ら
隔
絶
し
た
外
海
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
地
理

※



22

改
正
概
要

１
．
法
目
的
の
改
正
（
奄
美
法
第
１
条
、
小
笠
原
法
第
１
条
関
係
）

奄
美
群
島
・
小
笠
原
諸
島
へ
の
人
の
流
れ
を
生
み
出
す
こ
と
を
目
的

と
し
、奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
以
下
「
奄
美
法
」
と
い
う
。）
及

び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
以
下
「
小
笠
原
法
」
と
い
う
。）
の

法
目
的
に
、
両
地
域
へ
の
「
移
住
の
促
進
」
の
観
点
を
追
加
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
両
地
域
の
持
続
可
能
な
地
域
社
会
の
構
築
を
図
っ
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

２
．
基
本
理
念
の
改
正
（
奄
美
法
第
２
条
、
小
笠
原
法
第
２
条
関
係
）

両
地
域
を
取
り
巻
く
情
勢
等
を
踏
ま
え
、
奄
美
法
及
び
小
笠
原
法
の

基
本
理
念
に
、
次
の
観
点
を
追
加
し
ま
し
た
。

（
１
）
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用

改
正
前
の
奄
美
法
・
小
笠
原
法
に
お
い
て
も
、
そ
の
基
本
理
念
に
両

地
域
の
果
た
す
国
家
的
役
割
を
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
今
回
の
一
部

改
正
法
に
お
い
て
は
、
両
地
域
に
お
い
て
実
証
実
験
を
含
む
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
活
用
す
る
先
端
的
な
取
組
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
そ
の
先
端
的
な
取
組
が
今
後
全
国
に
波
及
す
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
地
域
の
国
家
的
役
割
に
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー
源
の
利
用
」
の
観
点
を
追
加
し
ま
し
た
。

（
２
）
関
係
者
間
協
働
に
よ
る
シ
ナ
ジ
ー
効
果
の
発
揮

同
時
進
行
す
る
高
齢
化
と
少
子
化
の
問
題
等
、
現
代
日
本
が
抱
え
る

社
会
課
題
が
、
よ
り
一
層
複
雑
化
・
多
様
化
し
て
い
る
中
で
、
こ
れ
ら

の
社
会
課
題
解
決
の
た
め
に
は
地
域
住
民
、
民
間
事
業
者
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
、
教
育
研
究
機
関
、
関
係
人
口
な
ど
の
多
様
な
主
体
か
ら
の
幅
広
い

協
力
を
得
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
関
係
者
間
の
協
働
を
推

進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ナ
ジ
ー
効
果
を
発
揮
す
る
と
い
う
観
点
を

追
加
し
ま
し
た
。

（
３
）「
沖
縄
」
と
の
連
携
（
奄
美
法
の
み
）

奄
美
群
島
と
沖
縄
は
元
々
地
理
的
・
歴
史
的
な
つ
な
が
り
の
深
い
地

域
で
あ
り
、
令
和
三
年
に
沖
縄
と
と
も
に
世
界
自
然
遺
産
登
録
さ
れ
た

こ
と
も
背
景
と
し
て
、
奄
美
・
沖
縄
間
に
お
け
る
様
々
な
分
野
の
連
携

が
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
流
れ
を
契
機
と
し
て
、
よ
り
一
層

の
連
携
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
更
な
る
振
興
開
発
に
重
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
基
本
理
念
に
「
沖
縄
と
の
連
携
」
の
観
点
を
盛
り
込
み

ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
、奄
美
群
島
振
興
交
付
金
（
以
下
「
奄
振
交
付
金
」
と

い
う
。）
に
お
い
て
、
住
民
を
対
象
と
し
た
奄
美
・
沖
縄
間
の
航
路
・
航

空
路
運
賃
や
沖
縄
向
け
の
農
林
水
産
物
等
の
輸
送
コ
ス
ト
の
軽
減
に
取

り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

３
．�
基
本
方
針
・
振
興
開
発
計
画
の
記
載
事
項
に
係
る
改
正
（
奄
美
法

第
４
条
・
第
５
条
、
小
笠
原
法
第
５
条
・
第
６
条
関
係
）

基
本
理
念
の
改
正
内
容
や
両
地
域
に
お
け
る
政
策
課
題
等
を
踏
ま
え
、
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奄
美
法
・
小
笠
原
法
に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ
る
基
本
方
針
及
び
振
興
開

発
計
画
の
記
載
事
項
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
内
容
を
追
加
す
る
こ
と
と

し
ま
し
た
。

（
１
）
情
報
通
信
業
の
振
興

情
報
通
信
業
は
、
自
然
的
・
地
理
的
な
条
件
に
と
ら
わ
れ
ず
振
興
す

る
こ
と
が
可
能
な
産
業
で
あ
り
、情
報
通
信
業
従
事
者
の
な
か
に
は
、テ

レ
ワ
ー
ク
等
を
利
用
し
て
二
地
域
居
住
や
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
方

も
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
仕
事
を
し
な
が
ら
両
地
域
に
長
期
間
滞
在

を
し
て
も
ら
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
関
係
人
口
の
創
出
に
も
資
す
る
も

の
で
す
。
ま
た
、
情
報
通
信
業
は
、
一
般
的
に
労
働
生
産
性
が
他
業
種

と
比
較
し
て
も
高
く
、
所
得
水
準
向
上
に
と
っ
て
重
要
な
産
業
で
も
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、今
回
の
法
改
正
に
お
い
て
、振

興
開
発
の
対
象
と
す
る
業
種
に
情
報
通
信
業
を
追
加
し
ま
し
た
。
本
改

正
を
踏
ま
え
、
奄
振
交
付
金
に
お
い
て
も
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た

先
駆
的
・
先
端
的
な
取
組
に
対
し
て
は
、
補
助
率
を
嵩
上
げ
す
る
と
い

っ
た
支
援
を
講
じ
て
い
き
ま
す
。

（
２
）
空
家
等
に
関
す
る
対
策
（
奄
美
法
の
み
）

台
風
常
襲
地
帯
で
あ
る
奄
美
群
島
に
お
い
て
は
、
放
置
さ
れ
た
空
き

家
の
瓦
が
強
風
に
よ
り
飛
散
す
る
な
ど
、
空
き
家
に
よ
り
周
辺
環
境
に

対
す
る
悪
影
響
が
及
ぶ
事
態
が
生
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
景
観
や
防
犯

の
観
点
か
ら
も
、
空
き
家
へ
の
対
策
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

住
宅
と
生
活
環
境
の
整
備
の
対
象
に
、
空
家
等
に
関
す
る
対
策
が
含
ま

れ
る
こ
と
を
明
記
し
、
空
き
家
の
除
却
や
活
用
を
図
る
こ
と
で
、
良
好

な
居
住
環
境
の
整
備
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

（
３
）
移
住
の
促
進

我
が
国
の
領
域
の
保
全
、
海
上
交
通
の
安
全
確
保
、
海
洋
資
源
の
開

発
・
利
用
等
、
国
家
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
両
地
域
の
地

域
社
会
の
維
持
を
確
実
に
す
る
た
め
、
両
地
域
へ
の
「
移
住
の
促
進
」

の
観
点
を
追
加
し
ま
し
た
。特
に
奄
美
群
島
に
お
い
て
は
、人
口
減
少・

高
齢
化
が
急
速
に
進
ん
で
お
り
、
移
住
者
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る

活
力
の
向
上
が
極
め
て
重
要
で
す
。
小
笠
原
諸
島
に
お
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
人
口
は
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
近
年
横
ば
い
と
な
っ
て
お

り
、
若
い
世
代
を
中
心
と
し
た
移
住
・
定
住
の
促
進
が
重
要
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
今
回
の
改
正
に
お
い
て
奄
美
法
と
同
じ
く
追
加
を
し
ま
し
た
。

４
．
交
付
金
事
業
計
画
の
記
載
事
項
に
係
る
改
正
（
奄
美
法
第
８
条
関
係
）

奄
美
法
第
８
条
に
お
い
て
は
、
奄
振
交
付
金
の
交
付
対
象
と
な
る
事

業
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
法
改
正
で
は
、
奄
美
群
島
へ
の
「
移

住
の
促
進
」
を
重
要
課
題
と
し
て
掲
げ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
交
付

金
事
業
計
画
に
記
載
で
き
る
事
業
と
し
て
「
移
住
の
促
進
に
資
す
る
事

業
」
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
例
え
ば
「
教
育
の
充
実
及
び
文
化
の
継

承
に
資
す
る
事
業
」
等
の
移
住
・
定
住
の
促
進
に
資
す
る
よ
う
な
関
連

事
業
も
併
せ
て
追
加
す
る
と
い
っ
た
規
定
の
拡
充
を
図
り
ま
し
た
。
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５
．�

配
慮
規
定
の
追
加
と
充
実
（
奄
美
法
第
21
条
か
ら
第
36
条
ま
で
、
小
笠

原
法
第
24
条
か
ら
第
38
条
ま
で
関
係
）

令
和
四
年
度
に
改
正
さ
れ
た
離
島
振
興
法
に
お
け
る
改
正
内
容
も
踏

ま
え
つ
つ
、
奄
美
群
島
・
小
笠
原
諸
島
の
新
た
な
課
題
に
対
応
す
る
た

め
、
次
の
と
お
り
、
配
慮
規
定
に
つ
い
て
追
加
と
充
実
を
図
っ
て
い
ま

す
。

（
１
）
医
療
（
奄
美
法
第
21
条
、
小
笠
原
法
第
31
条
関
係
）

奄
美
群
島
・
小
笠
原
諸
島
と
も
に
、
外
海
遠
隔
離
島
で
あ
る
と
い
う

地
理
的
要
因
等
を
背
景
と
し
て
、
本
土
に
比
較
し
て
医
療
環
境
に
脆
弱

性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
医
療
人
材
の
確
保
や
遠
隔
医
療
の
推
進
と
い
っ
た
施
策

を
積
極
的
に
講
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
医
療
に
関
す
る
配

慮
を
「
適
切
な
配
慮
」
か
ら
「
特
別
の
配
慮
」
へ
改
正
す
る
と
と
も
に
、

「
遠
隔
医
療
」の
観
点
に
つ
い
て
も
明
記
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
遠
隔

医
療
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
患
者
の
方
々
の
意
向
を
最
優
先
し
つ
つ
、

環
境
整
備
を
着
実
に
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
患
者
の
方
々
の
選
択
肢
を

増
や
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
情
報
（
奄
美
法
第
25
条
、
小
笠
原
法
第
24
条
関
係
）

本
土
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
い
る
奄
美
群
島・小
笠
原
諸
島
に
お
い
て
、情

報
通
信
基
盤
は
条
件
不
利
性
を
克
服
す
る
た
め
の
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
で

す
。
ま
た
、
情
報
通
信
基
盤
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
レ
ワ
ー

ク
を
活
用
し
た
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
需
要
等
を
喚
起
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
り
ま
す
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
情
報
通
信
に
関
す
る
配
慮
を
「
適
切
な
配
慮
」
か

ら
「
特
別
の
配
慮
」
へ
格
上
げ
し
ま
し
た
。
ま
た
、
両
地
域
に
お
け
る

課
題
解
決
に
当
た
っ
て
は
、
よ
り
積
極
的
な
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し

た
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
た
め
、「
先
端
的
な
情
報
通
信

技
術
の
活
用
」に
つ
い
て
も
、配
慮
の
対
象
と
し
て
追
加
し
ま
し
た
。
あ

わ
せ
て
、
奄
振
交
付
金
に
お
い
て
も
、
令
和
六
年
度
か
ら
、
デ
ジ
タ
ル

技
術
を
活
用
し
た
先
進
的
な
取
組
に
つ
い
て
、
交
付
率
を
嵩
上
げ
し
て

支
援
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

（
３
）
生
活
環
境
（
奄
美
法
第
26
条
、
小
笠
原
法
第
27
条
関
係
）

奄
美
群
島・小
笠
原
諸
島
に
お
い
て
は
、こ
れ
ま
で
両
地
域
へ
の
「
定

住
の
促
進
」
を
図
る
観
点
か
ら
、
住
宅
の
整
備
や
水
の
安
定
的
な
供
給

の
確
保
な
ど
の
生
活
環
境
の
整
備
の
た
め
の
取
組
を
進
め
て
き
た
と
こ

ろ
で
す
が
、
今
回
の
改
正
に
お
い
て
法
目
的
や
配
慮
規
定
に
「
移
住
の

促
進
」
の
観
点
を
追
加
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
生
活
環
境
整
備
に
当
た

っ
て
も
、「
移
住
の
促
進
」
の
た
め
の
観
点
を
追
加
し
ま
し
た
。
ま
た
、

奄
美
群
島
は
空
き
家
の
増
加
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奄
美

法
に
お
い
て
は
住
宅
の
整
備
に
「
空
家
等
の
活
用
に
よ
る
も
の
を
含

む
。」
旨
を
明
確
化
し
ま
し
た
。

（
４
）
介
護
（
奄
美
法
第
27
条
、
小
笠
原
法
第
28
条
関
係
）

介
護
人
材
の
安
定
的
な
確
保
は
、
日
本
全
国
に
お
け
る
喫
緊
の
課
題

の
一
つ
で
す
が
、
全
国
平
均
よ
り
も
高
齢
化
が
進
行
す
る
奄
美
群
島
や
、
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慢
性
的
な
介
護
人
材
の
不
足
が
生
じ
て
い
る
小
笠
原
諸
島
に
お
い
て
は
、

本
土
と
比
較
し
て
も
、
更
に
喫
緊
か
つ
深
刻
な
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、今
回
の
法
改
正
に
よ
り
、「
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
」
等
の
介
護
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
導
入
や
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
及
び
充
実
に
つ

い
て
配
慮
規
定
に
追
加
し
ま
し
た
。

（
５
）
児
童
福
祉
（
奄
美
法
第
28
条
、
小
笠
原
法
第
29
条
関
係
）

少
子
化
の
急
速
な
進
展
は
、
奄
美
群
島
・
小
笠
原
諸
島
の
地
域
社
会

の
維
持
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
問
題
で
す
。
今
回
、
国
全
体
と
し
て

取
り
組
ん
で
い
る
「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
」
社
会
の
考
え
方
も
踏
ま
え
つ

つ
、
子
育
て
支
援
の
充
実
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
児
童
福
祉

施
設
の
整
備
等
を
配
慮
規
定
に
追
加
し
ま
し
た
。
関
係
省
庁
と
も
連
携

し
つ
つ
、
両
地
域
に
お
い
て
安
心
し
て
子
ど
も
が
育
て
ら
れ
る
環
境
を

作
る
こ
と
に
よ
り
、
子
育
て
世
代
の
移
住
・
定
住
を
促
進
し
て
い
き
ま

す
。

（
６
）
防
災
対
策
・
感
染
症
対
策
（
奄
美
法
第
30
条
、
小
笠
原
法
第
34
条
関
係
）

亜
熱
帯
地
域
か
つ
外
海
遠
隔
離
島
に
位
置
し
て
い
る
両
地
域
は
、
台

風
の
常
襲
地
帯
で
あ
る
と
と
も
に
、
地
震
に
よ
る
津
波
被
害
に
対
す
る

懸
念
も
強
い
地
域
で
す
。
こ
れ
ま
で
は
「
災
害
を
防
除
す
る
」
と
い
う

観
点
に
重
心
を
お
い
て
い
ま
し
た
が
、
災
害
の
激
甚
化
・
頻
発
化
を
踏

ま
え
、
災
害
が
発
生
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
そ
の
被
害
を
最
小
化
す
る

と
い
う
減
災
の
観
点
を
追
加
し
ま
し
た
。
ま
た
、
両
地
域
は
本
土
と
の

人
流
・
物
流
の
手
段
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
よ
う
な
感
染
症
が
流
行
し
た
場
合
に
、
本
土
と
比
較
し
て
住
民

生
活
や
事
業
活
動
に
甚
大
な
被
害
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、
感
染
症
発
生
時
に
お
け
る
必
要
物
資
の
確
保
や
事
業
継
続
に

係
る
支
援
に
つ
い
て
規
定
を
新
設
し
ま
し
た
。

（
７
）
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
（
奄
美
法
第
32
条
、小
笠
原
法
第
33
条
関
係
）

外
海
に
位
置
す
る
両
地
域
に
お
い
て
は
、
燃
料
輸
送
コ
ス
ト
、
燃
料

供
給
途
絶
時
の
危
機
管
理
、
燃
料
供
給
に
よ
る
域
外
へ
の
資
金
流
出
防

止
の
観
点
か
ら
も
、
自
給
可
能
な
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
利
用
す

る
こ
と
が
重
要
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
配
慮
規
定
に
お
い
て
は
、
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
の
「
推
進
」
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
主

に
行
政
主
体
の
取
組
を
念
頭
に
お
い
て
い
ま
し
た
が
、
今
後
は
民
間
の

活
力
も
活
か
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
推
進
」
を

「
促
進
」
と
し
た
上
で
、そ
の
た
め
に
必
要
な
施
策
の
充
実
に
取
り
組
む

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

（
８
）
教
育
（
奄
美
法
第
33
条
、
小
笠
原
法
第
35
条
関
係
）

地
域
の
自
立
的
発
展
の
担
い
手
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
両
地
域
の

将
来
を
担
う
人
材
の
育
成
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
人
口
減
少
が

進
む
奄
美
群
島
や
児
童
数
が
限
ら
れ
る
小
笠
原
諸
島
に
お
い
て
は
、
少

子
化
に
伴
う
複
式
学
級
の
増
加
や
教
職
員
不
足
に
よ
っ
て
本
土
と
の
教

育
格
差
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
回
の
改
正
に
お
い

て
教
職
員
関
係
の
配
慮
規
定
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
デ
ジ
タ
ル
技

術
を
活
用
し
た
「
遠
隔
教
育
」
の
観
点
を
追
加
し
ま
し
た
。
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（
９
）
観
光
振
興
・
地
域
間
交
流
促
進
（
奄
美
法
第
35
条
、
小
笠
原
法
第
37
条

関
係
）両

地
域
の
活
性
化
の
た
め
に
は
、
観
光
振
興
・
地
域
間
交
流
を
促
進

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
地
域
居
住
者
を
含
む
い
わ
ゆ
る
関
係
人
口
の

よ
う
な
、
地
域
と
継
続
的
な
関
係
性
を
有
す
る
者
を
増
加
さ
せ
る
こ
と

が
重
要
で
す
。
観
光
振
興
・
地
域
間
交
流
を
図
る
と
い
う
視
点
は
既
に

改
正
前
の
奄
美
法
及
び
小
笠
原
法
に
も
配
慮
規
定
と
し
て
盛
り
込
ま
れ

て
い
ま
し
た
が
、
今
回
の
改
正
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
離
島
留
学
な

ど
、
将
来
的
な
関
係
人
口
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
児
童
、
生
徒
等

の
交
流
等
が
、
同
配
慮
規
定
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
新
た
に
整
理

し
ま
し
た
。

（
10
）
移
住
の
促
進
（
奄
美
法
第
36
条
、
小
笠
原
法
第
38
条
関
係
）

既
に
「
１
」
や
「
２
（
３
）」
等
で
触
れ
て
き
た
内
容
と
重
複
し
ま
す

が
、
両
地
域
に
お
け
る
振
興
開
発
の
担
い
手
確
保
を
目
的
と
し
て
、
地

域
外
か
ら
の
「
移
住
の
促
進
」
を
図
る
た
め
の
配
慮
規
定
を
創
設
し
ま

し
た
。
具
体
的
に
は
、
移
住
を
し
よ
う
と
す
る
者
へ
の
情
報
提
供
、
来

訪
や
滞
在
の
促
進
（
お
試
し
移
住
等
）
に
関
す
る
施
策
を
講
じ
る
こ
と
を

念
頭
に
お
い
て
い
ま
す
。

６
．
奄
美
基
金
の
業
務
規
定
の
改
正
（
奄
美
法
第
52
条
関
係
）

独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
（
以
下
「
奄
美
基
金
」
と
い

う
。）
に
つ
い
て
は
、
奄
美
群
島
の
中
小
零
細
事
業
者
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ

ッ
ト
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
業
者
に
対
す
る
債
務
保
証
や
小
口
事
業
資

金
の
融
資
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
他
方
で
、
地
元
関
係
者
か
ら
は
、
奄

美
基
金
の
有
し
て
い
る
財
務
改
善
や
経
営
戦
略
に
関
す
る
知
見
や
地
元

経
済
界
に
お
け
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
生
か
し
て
、
地
元
事
業
者
の

経
営
支
援
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
声
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
奄

美
基
金
の
業
務
規
定
に
「
経
営
の
改
善
及
び
発
達
に
係
る
助
言
業
務
」

を
追
加
し
、
奄
美
群
島
に
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
し
た
若
者
に
よ
る
起
業
や
地

元
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
よ
る
取
組
等
を
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

７
．
法
期
限
の
延
長
（
奄
美
法
附
則
第
１
項
、
小
笠
原
法
附
則
第
２
項
関
係
）

最
後
に
、
奄
美
法
・
小
笠
原
法
の
法
期
限
を
令
和
一
一
年
三
月
三
一

日
ま
で
の
五
年
間
、
延
長
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
奄
振
交
付
金

や
各
種
公
共
事
業
に
対
す
る
補
助
率
の
嵩
上
げ
等
の
こ
れ
ま
で
両
地
域

に
対
し
て
講
じ
て
き
た
特
別
の
措
置
を
五
年
間
継
続
す
る
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。�

■
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